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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第１章　第２節　２．管きょ） （第１章　第２節　２．管きょ）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.3

第1章第2節
-2

２．管きょ

１　管きょは、開渠と暗渠に別けられ、開渠を「水路」、暗渠を「管」とする。また、

　各水道施設ごとに使用する名称は、導水施設であれば「導水路又は導水管」、送水施

　設であれば「送水管」、配水施設であれば「配水管」、給水装置であれば「給水管」

　とする。なお、各施設において各設備を繋ぎ、原水や浄水を送るための管きょは「連

　絡水路又は連絡管」とする。

〔解説〕

１について：水道において管きょは、需要者に水道水を届けるため、施設と施設又は施

設内の設備と設備を繋ぐ重要な役割を果たしており、その延長は約２，２００ｋｍ布設

されている。なお各管路等の分類、定義については次のとおりである。

⑴　導水管または導水路は、取水施設から浄水施設まで原水（浄水処理する前の水）を

　送るための管または水路をいう。

⑵　送水管は、浄水施設から配水池まで浄水を送るための管をいう。

　　なお、本市においては、ポンプ場から配水池等に浄水を送るための管も送水管と呼

　称する場合があるが、この設計基準では本項上段の管を送水管と定義する。

　　また、送水管からは給水管を分岐させないことを原則としている。

⑶　配水管は、需要者に浄水を輸送する管で、水道事業者の資産に属するものをいう。

　　なお、分類と定義は次のとおりとする。

導水管 取水施設から浄水場まで原水を取水するための管

送水管 浄水場から配水池まで浄水を送るための管

配水本管 口径３５０ｍｍ以上の配水管（給水管分岐なし）

なお、配水本管で浄水場間を連絡する管を「水系幹線」と

区分する。

重要給水施設 災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要給水施設に供給

管路 する導水管、送水管、配水本管、配水支管

重要給水施 重要給水施設管路のうち、導水管、送水管、配水本管

設基幹管路

配水支管 口径３５０ｍｍ未満の配水管（給水管分岐可能）

耐震管 レベル２地震動及び液状化等による地盤変状に対して、管路

の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管であり、ダクタイル

鋳鉄管（ＮＳ形等の離脱防止機構付き継手）、溶接継手の鋼

管・ステンレス鋼管及び　水道配水用ポリエチレン管（ＥＦ

融着接合継手）を言う

耐震適合管 レベル２地震動において、地盤によっては管路の破損や継手

離脱等被害が軽微な管であり、ダクタイル鋳鉄管（良地盤で

のＫ形継手等※２）及び硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手

、基幹管路を除く良地盤でのＲＲ継手※３）を言う

基幹管路等 耐震化を優先的に進める管路として、基幹管路に次の管路を

加えたもの。

・重要給水施設管路（重要給水施設基幹管路を除く）

・破損した場合に重大な二次災害を生ずる恐れが高い

　配水支管

・応急復旧が困難な配水支管（軌道横断、河川横断、緊急

　輸送道路等）

分類 定義

基
幹
管
路
※
１

２．管きょ

１　管きょは、開渠と暗渠に別けられ、開渠を「水路」、暗渠を「管」とする。また、

　各水道施設ごとに使用する名称は、導水施設であれば「導水路又は導水管」、送水施

　設であれば「送水管」、配水施設であれば「配水管」、給水装置であれば「給水管」

　とする。なお、各施設において各設備を繋ぎ、原水や浄水を送るための管きょは「連

　絡水路又は連絡管」とする。

〔解説〕

１について：水道において管きょは、需要者に水道水を届けるため、施設と施設又は施

設内の設備と設備を繋ぐ重要な役割を果たしており、その延長は約２，２００ｋｍ布設

されている。なお各管路等の分類、定義については次のとおりである。

⑴　導水管または導水路は、取水施設から浄水施設まで原水（浄水処理する前の水）を

　送るための管または水路をいう。

⑵　送水管は、浄水施設から配水池まで浄水を送るための管をいう。

　　なお、本市においては、ポンプ場から配水池等に浄水を送るための管も送水管と呼

　称する場合があるが、この設計基準では本項上段の管を送水管と定義する。

　　また、送水管からは給水管を分岐させないことを原則としている。

⑶　配水管は、需要者に浄水を輸送する管で、水道事業者の資産に属するものをいう。

　　なお、分類と定義は次のとおりとする。

導水管 取水施設から浄水場まで原水を取水するための管

送水管 浄水場から配水池まで浄水を送るための管

配水本管 口径３５０ｍｍ以上の配水管（原則として給水管分岐なし）

なお、配水本管で浄水場間を連絡する管を「水系幹線」と

区分する。

重要給水施設 災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要給水施設に供給

管路 する導水管、送水管、配水本管、配水支管

重要給水施 重要給水施設管路のうち、導水管、送水管、配水本管

設基幹管路

配水支管 口径３５０ｍｍ未満の配水管（給水管分岐可能）

耐震管 レベル２地震動及び液状化等による地盤変状に対して、管路

の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管であり、ダクタイル

鋳鉄管（ＮＳ形等の離脱防止機構付き継手）、溶接継手の鋼

管・ステンレス鋼管及び　水道配水用ポリエチレン管（ＥＦ

融着接合継手）を言う

耐震適合管 レベル２地震動において、地盤によっては管路の破損や継手

離脱等被害が軽微な管であり、ダクタイル鋳鉄管（良地盤で

のＫ形継手等※２）及び硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手

、基幹管路を除く良地盤でのＲＲ継手※３）を言う

基幹管路等 耐震化を優先的に進める管路として、基幹管路に次の管路を

加えたもの。

・重要給水施設管路（重要給水施設基幹管路を除く）

・破損した場合に重大な二次災害を生ずる恐れが高い

　配水支管

・応急復旧が困難な配水支管（軌道横断、河川横断、緊急

　輸送道路等）

分類 定義

基
幹
管
路
※
１
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第１節　２．工事番号） （第３章　第１節　２．工事番号）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.17

第3章第1節
-2

２．工事番号

１　工事等の発注に際しては、当該工事に工事番号を付す。

〔解説〕

１について：工事番号は、年度、発注担当課、予算科目及び発注順位が分かるよう、次

のように表記する。

　（示）　Ａ　Ｂ　第　Ｃ　Ｄ　号

　　　　　Ａ(年度…和暦で表示)、Ｂ(課所別略号)、Ｃ(科目別の番号)、Ｄ(発注順位…

　　　　　２桁で表示)

⑴　上記のうち、Ｂの課所別略号及びＣの科目別番号は、次のとおりとする。

総務課  簡水　施設整備事業費

経営戦略課  簡水　老朽管更新事業費

営業課  簡水　施設更新事業費

配水課  簡水　固定資産購入費

工務課

南部  上水　施設整備事業費

工事事務所  上水　老朽管更新事業費

浄水課  上水　施設更新事業費

北部浄水場  上水　固定資産購入費

管理室  上水　災害対策事業費

南部浄水場  上水　災害復旧事業費

管理室

水質管理  工水　施設整備事業費

センター  工水　老朽管更新事業費

 工水　施設更新事業費

 工水　固定資産購入費

 工水　災害対策事業費

 工水　災害復旧事業費

１１

総 ０２

０５

水

１６

０１
南浄

１７

営

工

１４

１５

南工

配

１２

０４

北浄

 上水　基幹浄水場連絡管整備事業費

浄

１３

科　　目　　名課所別略号

０３

科目別番号課　所　名

経

 工水　基幹浄水場連絡管整備事業費

０７

０２

０３

０４

０５

０６

２．工事番号

１　工事等の発注に際しては、当該工事に工事番号を付す。

〔解説〕

１について：工事番号は、年度、発注担当課、予算科目及び発注順位が分かるよう、次

のように表記する。

　（示）　Ａ　Ｂ　第　Ｃ　Ｄ　号

　　　　　Ａ(年度…和暦で表示)、Ｂ(課所別略号)、Ｃ(科目別の番号)、Ｄ(発注順位…

　　　　　２桁で表示)

⑴　上記のうち、Ｂの課所別略号及びＣの科目別番号は、次のとおりとする。

総務課  簡水　施設整備事業費

事業支援課  簡水　老朽管更新事業費

経営戦略課  簡水　施設更新事業費

営業課  簡水　固定資産購入費

配水課

工務課  上水　施設整備事業費

南部  上水　老朽管更新事業費

工事事務所  上水　施設更新事業費

浄水課  上水　固定資産購入費

北部浄水場  上水　災害対策事業費

管理室  上水　災害復旧事業費

南部浄水場

管理室  工水　施設整備事業費

水質管理  工水　老朽管更新事業費

センター  工水　施設更新事業費

 工水　固定資産購入費

 工水　災害対策事業費

 工水　災害復旧事業費

０４

０５

０６

０７

 工水　基幹浄水場連絡管整備事業費

０２

０３

１４

１５

１６

１７

０１

配 １１  上水　基幹浄水場連絡管整備事業費

１２

１３

事 ０３

経 ０４

営 ０５

課所別略号 課　所　名 科目別番号 科　　目　　名

総 ０２

工

南工

浄

北浄

南浄

水
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第３章　第３節　４．設計業務） （第３章　第３節　４．設計業務）
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.31

第3章第3節
-4

現行版
頁番号

４．設計業務

１　水道施設の設計は、本設計基準に従い実施する。

　なお、本設計基準に記載がないものについては、関連法令および技術基準等に従い行

　う。

２　「いわき市設計ＶＥ実施要領」に基づく、バリューエンジニアリングによる検討手

　法（以下、「設計ＶＥ」という）を必要に応じて実施しなければならない。

〔解説〕

１について：関連法令および技術基準等とは、本技術基準「表-１.３.２ 主な設計基準

等」に記載したもの、および水道施設設計指針の各項目に記載されたものをいう。

　また、本設計基準適用日以降に、関連法令および技術基準等が改正された場合には、

その内容は本設計基準より優先し適用させる。

２について：設計ＶＥは、計画または設計において、工事目的物の機能、品質及びコス

トの最適化を図ることを目的として、いわき市設計ＶＥ実施要領に基づき行う。

　設計ＶＥを実施する計画または設計等については、民間の技術開発の著しい分野、大

規模な構造物、施工条件に制約が大きい等、代替案が見い出せる可能性の高いものにお

いて実施するものとし、設計担当課等の長が実施について判断する。

４．設計業務

１　水道施設の設計は、本設計基準に従い実施する。

　なお、本設計基準に記載がないものについては、関連法令および技術基準等に従い行

　う。

２　「いわき市設計ＶＥ実施要領」に基づく、バリューエンジニアリングによる検討手

　法（以下、「設計ＶＥ」という）を必要に応じて実施しなければならない。

〔解説〕

１について：関連法令および技術基準等とは、本設計基準「表-１.３.２ 主な設計基準

等」に記載したもの、および水道施設設計指針の各項目に記載されたものをいう。

　また、本設計基準適用日以降に、関連法令および技術基準等が改正された場合には、

その内容は本設計基準より優先し適用させる。

２について：設計ＶＥは、計画または設計において、工事目的物の機能、品質及びコス

トの最適化を図ることを目的として、いわき市設計ＶＥ実施要領に基づき行う。

　設計ＶＥを実施する計画または設計等については、民間の技術開発の著しい分野、大

規模な構造物、施工条件に制約が大きい等、代替案が見い出せる可能性の高いものにお

いて実施するものとし、設計担当課等の長が実施について判断する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第１節　設計の考え方　９．消火栓の対応） （第４章　第１節　設計の考え方　９．消火栓の対応）

（第４章　第１節　設計の考え方　１１．廃止する水道施設の対応） （第４章　第１節　設計の考え方　１１．廃止する水道施設の対応）

〔解説〕 〔解説〕

現行版
頁番号

P.40

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.39

第4章第1節
-9

９．消火栓の対応

１　消火栓の設置にあたっては、当該区域の管轄する各消防署と協議し、決定しなけれ

　ばならない。

２　工事等に伴い消火栓が使用できなくなる場合や仮設が必要となる場合には、市火災

　予防規則第７条に基づき、事前に管轄区域の各消防署に届出しなければならない。

〔解説〕

１について：消火栓の費用は、市からの負担金での設置等することから、その設置地に

ついて事前に協議が必要となる。

　また、標識の設置にあたっては、消防の責任において車輌の交通や歩行者の通行を妨

げない箇所を選定してもらわなければならない。

９．消火栓の対応

１　消火栓の設置にあたっては、当該区域の管轄する各消防署と協議し、決定しなけれ

　ばならない。

２　工事等に伴い消火栓が使用できなくなる場合や仮設が必要となる場合には、市火災

　予防規則第７条に基づき、事前に管轄区域の各消防署に届出しなければならない。

〔解説〕

１について：消火栓の費用は、市からの負担金での設置等することから、その設置地に

ついて事前に協議が必要となる。

　また、標識の設置にあたっては、消防の責任において車輌の交通や歩行者の通行を妨

げない箇所を選定してもらわなければならない。

１について：各管理者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　局所有地の水道施設については、廃止後の施設の危険度、土地利用等を考慮したう

えで、施設の撤去について検討すること。

　なお、未利用の土地を有償または無償で払下げする場合には、行政財産から普通財

産への変更手続きが必要となり、その手続きについては、総務課と協議し進めること。

１について：各管理者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　局所有地の水道施設については、廃止後の施設の危険度、土地利用等を考慮したう

えで、施設の撤去について検討すること。

　なお、未利用の土地を有償または無償で払下げする場合には、行政財産から普通財産

への変更手続きが必要となり、その手続きについては、事業支援課と協議し進めること。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第２節　各種手続き　１．道路占用） （第４章　第２節　各種手続き　１．道路占用）
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.44

第4章第2節
-1
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第４節　管路　2．水圧） （第４章　第４節　管路　2．水圧）

（第４章　第４節　管路　7．異形管防護） （第４章　第４節　管路　7．異形管防護）

（第４章　第４節　管路　7．異形管防護） （第４章　第４節　管路　7．異形管防護）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.60

第4章第4節
-2

P.66

第4章第4節
-7

P.67

第4章第4節
-7

４について：管路の不平均力による防護に適用する水撃圧は、設計指針7.5.3 管種の解

説２（Ｐ４６２）に基づき、ダクタイル鋳鉄管、鋼管およびステンレス鋼管は、設定さ

れている水圧の最大値0.55ＭPaとし、硬質塩化ビニル管および水道配水用ポリエチレン

管は0.25ＭPaとする。

４について：管路の不平均力による防護に適用する水撃圧は、設計指針7.5.3 管種の解

説２（Ｐ４６１）に基づき、ダクタイル鋳鉄管、鋼管およびステンレス鋼管は、設定さ

れている水圧の最大値0.55ＭPaとし、硬質塩化ビニル管および水道配水用ポリエチレン

管は0.25ＭPaとする。

　※　他の口径については、設計指針Ｐ５１０を参照

呼び径

表-４.４.６ 異形管および口径別に発生する不平均力

水圧 0.1ＭPaあたりの不平均力　(kＮ)

Ｄ

(ｍｍ)

75 0.96

Ｔ字管

221/2° 111/4° 55/8° 栓・仕切弁

曲　　　　　　管

90° 45°

0.52 0.27 0.13 0.07 0.68

100 1.55 0.84 0.43 0.21 0.11 1.09

150 3.17 1.72 0.88 0.44 0.22 2.24
200 5.38 2.91 1.48 0.75 0.37 3.80
250 8.19 4.43 2.26 1.14 0.57 5.79
300 11.57 6.26 3.19 1.60 0.80 8.18
350 15.54 8.41 4.29 2.15 1.08 10.99

400 20.12 10.89 5.55 2.79 1.40 14.23
450 25.25 13.67 6.97 3.50 1.75 17.86
500 30.97 16.76 8.54 4.29 2.15 21.90

1000 120.37 65.14 33.21 16.68 8.35 85.11

600 44.20 23.92 12.19 6.13 3.07 31.25
700 59.68 32.30 16.47 8.27 4.14 42.20
800 77.63 42.01 21.42 10.76 5.39 54.89
900 97.93 53.00 27.02 13.58 6.80 69.25

　※　他の口径については、設計指針Ｐ５１５を参照
16.68 8.35 85.11
13.58

表-４.４.６ 異形管および口径別に発生する不平均力

6.80 69.25900 97.93 53.00 27.02
10.76 5.39

1000 120.37 65.14 33.21

54.89800 77.63 42.01 21.42
8.27 4.14 42.20700 59.68 32.30 16.47
6.13 3.07 31.25600 44.20 23.92 12.19

3.50 1.75 17.86450 25.25 13.67 6.97
4.29 2.15 21.90500 30.97 16.76 8.54

2.15 1.08 10.99350 15.54 8.41 4.29

2.79 1.40 14.23400 20.12 10.89 5.55

1.14 0.57 5.79250 8.19 4.43 2.26
1.60 0.80 8.18300 11.57 6.26 3.19

0.44 0.22 2.24150 3.17 1.72 0.88
0.75 0.37 3.80200 5.38 2.91 1.48

0.21 0.11 1.09100

0.52 0.27

1.55

75

0.84 0.43

0.070.13

221/2°45°

呼び径

0.96

Ｄ

水圧 0.1ＭPaあたりの不平均力　(kＮ)

0.68

55/8° 栓・仕切弁

Ｔ字管

111/4°

曲　　　　　　管

90°(ｍｍ)

⑴　コンクリートによる防護

　コンクリートを使用した防護については、土被りによる荷重、管の重量、管内水お

よび防護コンクリートの重量による土との摩擦抵抗と、防護コンクリート背面（側面）

の受（主）動土圧抵抗の和が、不平均力に抵抗できることを基本として、防護コンク

リートの重量と形状を決定する。

　なお、防護コンクリートについては、設計指針Ｐ５０８〔参考７．７〕を参照する。

⑴　コンクリートによる防護

　コンクリートを使用した防護については、土被りによる荷重、管の重量、管内水お

よび防護コンクリートの重量による土との摩擦抵抗と、防護コンクリート背面（側面）

の受（主）動土圧抵抗の和が、不平均力に抵抗できることを基本として、防護コンク

リートの重量と形状を決定する。

　なお、防護コンクリートについては、設計指針Ｐ５１３〔参考７．6〕を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第４節　管路　９．管の外面腐食防止） （第４章　第４節　管路　９．管の外面腐食防止）

（第４章　第４節　管路　16．既設管路の更生） （第４章　第４節　管路　16．既設管路の更生）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.70

第4章第4節
-9

P.84

第4章第4節
-16

１について：直流電気鉄道では、軌道が電車電流の変電所までの帰路として利用されて

おり、この軌道から一部の電流が漏れ地中を通って変電所に帰っており、これを迷走電

流という。

　電食は、この迷走電流が地中に埋設されている土壌よりも電気抵抗が低い金属管を伝

って変電所に帰路する過程で、金属管から迷走電気が流出することで発生する。

　なお、近年では交流電流鉄道においても、電食の発生が問題とされている。

　この電食を防止するため、設計指針Ｐ４７９では迷走電流の除去、絶縁化、遮断等の

方法が示されている。

　水道管における一般的な対応としては、ダクタイル鋳鉄管のゴム輪を用いた継手によ

り、電気抵抗を持たせ迷走電流の帰路となりにくい構造とする方法、管周囲をポリエチ

レンスリーブで覆う方法、ポリウレタンまたはポリエチレンで管を直接被覆する方法等、

迷走電流を遮蔽するための幾つかの方法があるので、現地に合った電食防止方法を採用

する。

１について：直流電気鉄道では、軌道が電車電流の変電所までの帰路として利用されて

おり、この軌道から一部の電流が漏れ地中を通って変電所に帰っており、これを迷走電

流という。

　電食は、この迷走電流が地中に埋設されている土壌よりも電気抵抗が低い金属管を伝

って変電所に帰路する過程で、金属管から迷走電気が流出することで発生する。

　なお、近年では交流電流鉄道においても、電食の発生が問題とされている。

　この電食を防止するため、設計指針Ｐ４８０では迷走電流の除去、絶縁化、遮断等の

方法が示されている。

　水道管における一般的な対応としては、ダクタイル鋳鉄管のゴム輪を用いた継手によ

り、電気抵抗を持たせ迷走電流の帰路となりにくい構造とする方法、管周囲をポリエチ

レンスリーブで覆う方法、ポリウレタンまたはポリエチレンで管を直接被覆する方法等、

迷走電流を遮蔽するための幾つかの方法があるので、現地に合った電食防止方法を採用

する。

２について：既設管内布設工法には、既設管を鞘管として使用し、管内をクリーニング

した後に減径した新管（鋳鉄管、鋼管及びステンレス・フレキ管等）を布設する既設管

内挿入工法と、同じく管内をクリーニングした後、縮径した巻込鋼管を引込み、管内で

拡管・溶接し、管路を形成する既設管内巻込工法等がある。どちらの工法においても、

既設管内面と新管外面との間にモルタルなどを注入し、重層構造としなければならない。

　なお、各工法の詳細については、設計指針Ｐ５０１および各工法協会等の技術資料等

を参照し選択する。

３について：既設管路更生工法は、管内に沈積又は結節して大きくなった錆こぶによっ

て機能低下した管路を、種々の機材を使用して通水能力の回復及び赤水発生防止を図る

ものであるが、現在では自立型の管内被覆管も開発されているので、既設管の強度が一

部劣化したものであっても適用することが可能となったが、既設管の管種については、

鋳鉄管又は鋼管等の鋼製管に限られる。ただし、この工法は、布設替工法や既設管内布

設工法とは異なり、すべてが新しい機能に回復するわけではなく、緊急的または暫定的

な方法であり、長期的には管路の布設替が必要となる。

　なお、この工法には、多様な施工方法があるので、設計指針Ｐ５０４および各工法協

会等の技術資料等を参照し選択する。

２について：既設管内布設工法には、既設管を鞘管として使用し、管内をクリーニング

した後に減径した新管（鋳鉄管、鋼管及びステンレス・フレキ管等）を布設する既設管

内挿入工法と、同じく管内をクリーニングした後、縮径した巻込鋼管を引込み、管内で

拡管・溶接し、管路を形成する既設管内巻込工法等がある。どちらの工法においても、

既設管内面と新管外面との間にモルタルなどを注入し、重層構造としなければならない。

　なお、各工法の詳細については、設計指針Ｐ４９８および各工法協会等の技術資料等

を参照し選択する。

３について：既設管路更生工法は、管内に沈積又は結節して大きくなった錆こぶによっ

て機能低下した管路を、種々の機材を使用して通水能力の回復及び赤水発生防止を図る

ものであるが、現在では自立型の管内被覆管も開発されているので、既設管の強度が一

部劣化したものであっても適用することが可能となったが、既設管の管種については、

鋳鉄管又は鋼管等の鋼製管に限られる。ただし、この工法は、布設替工法や既設管内布

設工法とは異なり、すべてが新しい機能に回復するわけではなく、緊急的または暫定的

な方法であり、長期的には管路の布設替が必要となる。

　なお、この工法には、多様な施工方法があるので、設計指針Ｐ４９９および各工法協

会等の技術資料等を参照し選択する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第５節　管路の付属施設　４．消火栓） （第４章　第５節　管路の付属施設　４．消火栓）

（第４章　第５節　管路の付属施設　４．消火栓） （第４章　第５節　管路の付属施設　４．消火栓）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.91

第4章第5節
-4

P.92

第4章第5節
-4

４．消火栓

１　消火栓及び路面標示の施工費用については水道法により市町村が負担することに

　なるので、消火栓の管理を所管する本市消防本部からの依頼を受け、設置および位置

　について協議し、決定する。

２　消火栓は、原則として管径１００ｍｍ以上の配水管に設ける。

３　設置する消火栓の形式は、原則として地下式単口とし、口径は６５ｍｍ（分岐口径

　７５ｍｍ）とする。

４　消火栓は、原則として排気弁付消火栓を使用する。

５　消火栓に設置する補修弁については、本節３．空気弁に準じる。

６　消火栓の塗装仕様は、本節３．空気弁に準じる。

７　消火栓室の構造は、本節３．空気弁に準じる。

４．消火栓

１　消火栓及び消火栓標識の設置費用については水道法により市町村が負担することに

　なるので、消火栓の管理を所管する本市消防本部からの依頼を受け、設置および位置

　について協議し、決定する。

２　消火栓は、原則として管径１００ｍｍ以上の配水管に設ける。

３　設置する消火栓の形式は、原則として地下式単口とし、口径は６５ｍｍ（分岐口径

　７５ｍｍ）とする。

４　消火栓は、原則として排気弁付消火栓を使用する。

５　消火栓に設置する補修弁については、本節３．空気弁に準じる。

６　消火栓の塗装仕様は、本節３．空気弁に準じる。

７　消火栓室の構造は、本節３．空気弁に準じる。

３について：通常使用されている消防ポンプは、口径６５ｍｍの町野式連結金具を使用

し消火栓と接続するので、消火栓の口径は、原則として６５ｍｍに統一して設置する。

　また、地下式を採用しているのは、本市の気候が温暖で積雪による影響が少ないこと

や道路への設置が多い中で建築限界を侵さないようにするためである。なお、緊急時に

消防団員でもすぐに設置位置が分かるように、必ず消火栓の近傍には消火栓標識を設置

しなければならないが、設計時に設置場所の確保が難しい場合には、管轄区域の消防署

水利担当と協議する。

３について：通常使用されている消防ポンプは、口径６５ｍｍの町野式連結金具を使用

し消火栓と接続するので、消火栓の口径は、原則として６５ｍｍに統一して設置する。

　また、地下式を採用しているのは、本市の気候が温暖で積雪による影響が少ないこと

や道路への設置が多い中で建築限界を侵さないようにするためである。なお、緊急時に

消防団員でもすぐに設置位置が分かるように、必ず消火栓周りには路面標示を施工しな

ければならないが、設計時に設置場所の確保が難しい場合には、管轄区域の消防署水利

担当と協議する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第４章　第５節　管路の付属施設　８．排水設備） （第４章　第５節　管路の付属施設　８．排水設備）

（第４章　第５節　管路の付属施設　８．排水設備） （第４章　第５節　管路の付属施設　８．排水設備）P.100

第4章第5節
-8

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.100

第4章第5節
-8

⑴　排水設備の構造

　排水設備は、基本的にＴ字管、管路、排水弁（仕切弁）等の配管材料を使用した構

造とし、本線に設置する仕切弁と組合わせて使用できるものとする。

　Ｔ字管には、ＤＩＰでは原則として排水Ｔ字管を用いるものとし、この材料がない

場合にはＴ字管を、ＨＰＰＥではＥＦチーズを使用する。なお、現場条件により排水弁を

直接接続できない場合は、配水用ポリエチレン管用鋳鉄Ｆ付Ｔ字管を使用することが

できる。排水設備に使用する管種および継手については、本章４節１．管種に準じ、

排水弁については、本節１．遮断用バルブに準じる。

　なお、仕切弁との組合せは、設計時に次の方法を考慮する。

⑴　排水設備の構造

　排水設備は、基本的にＴ字管、管路、排水弁（仕切弁）等の配管材料を使用した構

造とし、本線に設置する仕切弁と組合わせて使用できるものとする。

　Ｔ字管には、ＤＩＰでは原則として排水Ｔ字管を用いるものとし、この材料がない

場合にはＴ字管を、ＨＰＰＥでは配水用ポリエチレン管用鋳鉄Ｆ付Ｔ字管を使用する。

なお、現場条件により排水弁を直接接続できない場合は、ＥＦチーズを使用することが

できる。排水設備に使用する管種および継手については、本章４節１．管種に準じ、

排水弁については、本節１．遮断用バルブに準じる。

　なお、仕切弁との組合せは、設計時に次の方法を考慮する。

８．排水設備

１　排水設備は、管路の底部、管路の末端、配水ブロック（管網管路）内の適所等で、

　適切な排水場所（河川・用排水路・下水道・側溝等）のあるところに設け、採水等が

　容易にできる構造とする。なお、具体的な設置箇所として、次に示す管路の箇所で検

　討する。

①　管路の凹部

②　管路の中間部に設置するときは仕切弁の直近一次側

③　管路の管末端

④　系統の異なる管路の連絡部

⑤　相互融通等で流向が逆になる管路

⑥　管網管路は交差部の適切な箇所

２　排水設備には、設置する管路の管種および水圧等に基づき、適切な配管材料を選択

　し使用する。また、排出先の構造を水圧および水量から保護しなければならない。

３　排水設備の管口径は、原則として、その管路の計画最大配水量が流れる際の流速と

　１．０ｍ/secを比較し、大きい流速が排水できる口径を選択する。なお、標準的な管

　路と設置する排水設備の管口径について、次に表に示す。

（φ25）は、ＨＰＰＥ管路における

中間排水弁の口径を指す。

φ1,000以上 φ400

φ350～φ400

φ200～φ300

 φ75～φ150  φ75

φ700～φ900 φ300

φ100

φ150

φ450～φ600 φ200

管径（ｍｍ） 排水管径（ｍｍ）

 φ50  φ50（φ25）

８．排水設備

１　排水設備は、管路の底部、管路の末端、配水ブロック（管網管路）内の適所等で、

　適切な排水場所（河川・用排水路・下水道・側溝等）のあるところに設け、採水等が

　容易にできる構造とする。なお、具体的な設置箇所として、次に示す管路の箇所で検

　討する。

①　管路の凹部

②　管路の中間部に設置するときは仕切弁の直近一次側

③　管路の管末端

④　系統の異なる管路の連絡部

⑤　相互融通等で流向が逆になる管路

⑥　管網管路は交差部の適切な箇所

２　排水設備には、設置する管路の管種および水圧等に基づき、適切な配管材料を選択

　し使用する。また、排出先の構造を水圧および水量から保護しなければならない。

３　排水設備の管口径は、原則として、その管路の計画最大配水量が流れる際の流速と

　１．０ｍ/secを比較し、大きい流速が排水できる口径を選択する。なお、標準的な管

　路と設置する排水設備の管口径について、次に表に示す。

中間排水弁の口径を指す。

（φ25）は、ＨＰＰＥ管路における

φ1,000以上 φ400

φ350～φ400

φ200～φ300

 φ75～φ150  φ75

φ700～φ900 φ300

φ100

φ150

φ450～φ600 φ200

管径（ｍｍ） 排水管径（ｍｍ）

 φ50  φ25
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第7節　送水施設） （第５章　第7節　送水施設）

（第５章　第８節　第１款　１４．換気装置および人孔） （第５章　第８節　第１款　１４．換気装置および人孔）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.116

第5章第7節

P.128

第5章第8節
第1款-14

第７節　送水施設

１　送水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　送水施設は、必要な計画送水量を安定して配水施設に送水できなければならない。

３　送水施設は、運転管理及び維持管理に配慮した設計を行わなければならい。

４　送水方式は、浄水施設と配水施設の位置関係や中間地形や地勢により、自然流下式、

　ポンプ加圧式および併用式がある。

〔解説〕

２について：計画配水量は、原則として送水先の配水池等が受持つ給水区域（水系）の

計画一日最大給水量を基準とする。複数の施設に送水する場合は、その合計した計画一

日最大給水量とする。

３について：設計においては、補修・更新に備えた複線化や補修・取替に備えた予備ポ

ンプの設置、日常点検に必要なスペースの確保等を考慮する必要がある。

第７節　送水施設

１　送水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　送水施設は、必要な計画送水量を安定して配水施設に送水できなければならない。

３　送水施設は、運転管理及び維持管理に配慮した設計を行わなければならない。

４　送水方式は、浄水施設と配水施設の位置関係や中間地形や地勢により、自然流下式

　、ポンプ加圧式および併用式がある。

〔解説〕

２について：計画配水量は、原則として送水先の配水池等が受持つ給水区域（水系）の

計画一日最大給水量を基準とする。複数の施設に送水する場合は、その合計した計画一

日最大給水量とする。

３について：設計においては、補修・更新に備えた複線化や補修・取替に備えた予備ポ

ンプの設置、日常点検に必要なスペースの確保等を考慮する必要がある。

14．換気装置および人孔

１　配水池には換気装置および人孔を設ける。

２　換気装置の断面は、水位の変動に相当する空気量が自由に出入できる断面積を確保

　する。

３　換気装置及び人孔は、外部から雨水、塵埃、小動物等が入らない構造とする。

　（構造等については、設計指針Ｐ２７２を参照）

４　人孔を設ける場合の大きさは人の出人りを容易とするため、円型のものではφ９０

　０、角型のものでは一辺が９００mm を標準とし、施錠出来るものとする。

〔解説〕

１について：配水池は、浄水を貯える施設であるから、換気装置および人孔の設置にお

いては、衛生面や汚染防止に十分配慮した構造とする。

２について：換気装置は、配水量の時間変動に基づく配水池内の水位の昇降に伴って空

気を出入させ、配水時に池内の気圧低下による越流管からの、汚染物等の吸い込みを防

止するために必ず設置しなければならない。

　空気は、水よりも通過する際の抵抗が小さいので、その通過面積は流出管の断面積程

度があれば十分である。

３について：換気装置の開口部には、外部からの雨水、塵埃、小動物、昆虫等が入らな

いように、ガラリ及び防虫網などを設ける。

　なお、池内の空気は、塩素を含み腐食性が強いので、その材質についてはＦＲＰ、塩

化ビニル、ステンレス等の製品を用いるものとする。

14．換気装置および人孔

１　配水池には換気装置および人孔を設ける。

２　換気装置の断面は、水位の変動に相当する空気量が自由に出入できる断面積を確保

　する。

３　換気装置及び人孔は、外部から雨水、塵埃、小動物等が入らない構造とする。

　（構造等については、設計指針Ｐ２８８を参照）

４　人孔を設ける場合の大きさは人の出人りを容易とするため、円型のものではφ９０

　０、角型のものでは一辺が９００mm を標準とし、施錠出来るものとする。

〔解説〕

１について：配水池は、浄水を貯える施設であるから、換気装置および人孔の設置にお

いては、衛生面や汚染防止に十分配慮した構造とする。

２について：換気装置は、配水量の時間変動に基づく配水池内の水位の昇降に伴って空

気を出入させ、配水時に池内の気圧低下による越流管からの、汚染物等の吸い込みを防

止するために必ず設置しなければならない。

　空気は、水よりも通過する際の抵抗が小さいので、その通過面積は流出管の断面積程

度があれば十分である。

３について：換気装置の開口部には、外部からの雨水、塵埃、小動物、昆虫等が入らな

いように、ガラリ及び防虫網などを設ける。

　なお、池内の空気は、塩素を含み腐食性が強いので、その材質についてはＦＲＰ、塩

化ビニル、ステンレス等の製品を用いるものとする。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第８節　第２款　２．構造） （第５章　第８節　第２款　２．構造）
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.139

第5章第8節
第2款-2

現行版
頁番号

２について：貯水槽の形式、形状、設置方式は次のとおりである。なお、各方式の詳細

については、設計指針Ｐ４５２を参照する。

ア　貯水槽の形式には、圧力式（有圧密閉型）と大気開放式がある。

イ　貯水槽の形状例としては、円筒型（立型、横型）、方形（箱型）、またはパイプ

　式（大口径水道管）等がある。

ウ　貯水槽の設置方式には、地上式、地下式、半地下式があり、各方式の中では地上

　式の設置が望ましい。

　貯水槽は、衛生面、自然流下による応急給水および維持管理における優位性を考慮す

ると、形式は圧力式、設置方式は地上式の施設が望ましい。しかしながら、設置場所が

公園、学校または指定避難場所などの場合には、各管理者の占用条件、土地利用に制約

などの諸条件により、地下式を選択することになってもやむを得ない。なお、貯水槽の

設計において、次の点に留意する。

①　貯水槽の内部は、貯留水が滞留しない構造とする

②　地下式を選択した場合には、負圧時に貯水槽と応急給水設備を接続しても、貯

　留水の水質が汚染されない方式とする

③　貯水槽本体の人孔はフランジ接合とし、最小口径は６００ｍｍとする。なお、

　必要な場合には増径を考慮する

④　貯水槽本体の人孔に流入・流出管、応急給水用給水・吸気口、消火栓等の設備

　を取付ける場合には、これとは別に管理（内部点検、修理、清掃などの進入用）

　専用の人孔を設ける

⑤　貯水槽本体の人孔の設置高は、開閉時の水質汚染を防止するため、原則として

　周辺地盤よりも１０ｃｍ以上高くしなければならない

　　また、人孔は、基本的に建屋等の構造物により外部と遮蔽することが望ましい。

⑥　設置条件等により、貯水槽本体の人孔が周辺地盤よりも低くなる場合には、水

　密性が確保された地下作業室を設けるものとし、構造については、本設計基準

　「第４章　第５節　２．制御用バルブ　３」に準じる　

２について：貯水槽の形式、形状、設置方式は次のとおりである。なお、各方式の詳細

については、設計指針Ｐ４５５を参照する。

ア　貯水槽の形式には、圧力式（有圧密閉型）と大気開放式がある。

イ　貯水槽の形状例としては、円筒型（立型、横型）、方形（箱型）、またはパイプ

　式（大口径水道管）等がある。

ウ　貯水槽の設置方式には、地上式、地下式、半地下式があり、各方式の中では地上

　式の設置が望ましい。

　貯水槽は、衛生面、自然流下による応急給水および維持管理における優位性を考慮す

ると、形式は圧力式、設置方式は地上式の施設が望ましい。しかしながら、設置場所が

公園、学校または指定避難場所などの場合には、各管理者の占用条件、土地利用に制約

などの諸条件により、地下式を選択することになってもやむを得ない。なお、貯水槽の

設計において、次の点に留意する。

①　貯水槽の内部は、貯留水が滞留しない構造とする

②　地下式を選択した場合には、負圧時に貯水槽と応急給水設備を接続しても、貯

　留水の水質が汚染されない方式とする

③　貯水槽本体の人孔はフランジ接合とし、最小口径は６００ｍｍとする。なお、

　必要な場合には増径を考慮する

④　貯水槽本体の人孔に流入・流出管、応急給水用給水・吸気口、消火栓等の設備

　を取付ける場合には、これとは別に管理（内部点検、修理、清掃などの進入用）

　専用の人孔を設ける

⑤　貯水槽本体の人孔の設置高は、開閉時の水質汚染を防止するため、原則として

　周辺地盤よりも１０ｃｍ以上高くしなければならない

　　また、人孔は、基本的に建屋等の構造物により外部と遮蔽することが望ましい。

⑥　設置条件等により、貯水槽本体の人孔が周辺地盤よりも低くなる場合には、水

　密性が確保された地下作業室を設けるものとし、構造については、本設計基準

　「第４章　第５節　２．制御用バルブ　３」に準じる　
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第５章　第８節　第２款　７．貯水槽付属設備） （第５章　第８節　第２款　７．貯水槽付属設備）

（第５章　第９節　６．機械室）

P.142

第5章第8節
第2款-7

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.147

第5章第9節
-6

７．貯水槽付属設備

１　圧力式貯水槽には、給水口、空気弁、排水設備および人孔を設ける。

２　大気開放式の貯水槽については、設計指針Ｐ２６４「浄水池」を参照する。

３　消防水利と兼用する場合は、その設備等について消防担当部署と協議し設置する。

４　保安柵の設置や人孔の施錠等、施設の保安対策を講じる。

〔解説〕

１について：圧力式貯水槽は、貯水槽としての機能を保持するため、給水口や空気弁、

排水設備の他に、貯水槽内の点検、修理、清掃などに使用するための専用の人孔を設置

する。なお、付属設備の設置においては、特に水密性を確保しなければならない。

３について：貯水槽を消防施設（消防水利）と兼用する場合には、事前に設置する設備

等について協議し決定しておく。また、設置後の管理についても、運用開始前に協定等

により詳細を決定しておくことが望ましい。

４について：貯水槽は、その目的上、避難場所や公園等の公共に開放されている場所に

設置することが多いので、施設の保安対策を講じなければならない。

７．貯水槽付属設備

１　圧力式貯水槽には、給水口、空気弁、排水設備および人孔を設ける。

２　大気開放式の貯水槽については、設計指針Ｐ２８０「浄水池」を参照する。

３　消防水利と兼用する場合は、その設備等について消防担当部署と協議し設置する。

４　保安柵の設置や人孔の施錠等、施設の保安対策を講じる。

〔解説〕

１について：圧力式貯水槽は、貯水槽としての機能を保持するため、給水口や空気弁、

排水設備の他に、貯水槽内の点検、修理、清掃などに使用するための専用の人孔を設置

する。なお、付属設備の設置においては、特に水密性を確保しなければならない。

３について：貯水槽を消防施設（消防水利）と兼用する場合には、事前に設置する設備

等について協議し決定しておく。また、設置後の管理についても、運用開始前に協定等

により詳細を決定しておくことが望ましい。

４について：貯水槽は、その目的上、避難場所や公園等の公共に開放されている場所に

設置することが多いので、施設の保安対策を講じなければならない。

４について：機械室は、室内の温度変化が大きいと結露が発生し、機械設備の故障の原

因につながるため、室温（４０℃以下）及び湿度をほぼ一定の範囲で保持する必要があ

る。なお、換気設備に必要な要件は、次のとおりである。

①　換気扇は、吸気と排気の両方を設置する。

②　吸気については、小規模な施設はガラリでもよい。

③　吸気と排気の位置は、空気の流れを良くするため対角線に設置することが望ま

　しい。

④　換気口には、虫等の侵入を防ぐため、防虫網を設置する。

⑤　換気口は、防音対策を施すことが望ましい。

⑥　機械室を水槽の上部に設置した場合は、下部の水槽内の換気用の管は、塩素ガ

　スや湿気による機械設備等の腐食を防ぐため、機械室で開放せず建屋の外まで配

　管し開放する。

⑦　水槽等の換気管の開放は、吸気または排気用の換気扇から離して設置する。

⑧　水槽等の換気管の出口には、虫等の侵人を防ぐため、防虫網を設置する。

５について：民家に近い場所に設置するポンプ場には、ポンプ、電動機、電力設備等か

ら発生する騒音や振動に対応する防音、防振対策を施さなければならない。

　なお、その対策は、騒音規制法の「特定工場等において、発生する騒音の規制に関す

る基準」及び「騒音規制法に基づく地域及び基準指定：平成27年いわき市告示第111号」

を準用する。次表にその規制値を示す。

４について：機械室は、室内の温度変化が大きいと結露が発生し、機械設備の故障の原

因につながるため、室温（４０℃以下）及び湿度をほぼ一定の範囲で保持する必要があ

る。なお、換気設備に必要な要件は、次のとおりである。

①　換気扇は、吸気と排気の両方を設置する。

②　吸気については、小規模な施設はガラリでもよい。

③　吸気と排気の位置は、空気の流れを良くするため対角線に設置することが望ま

　しい。

④　換気口には、虫等の侵人を防ぐため、防虫網を設置する。

⑤　換気口は、防音対策を施すことが望ましい。

⑥　機械室を水槽の上部に設置した場合は、下部の水槽内の換気用の管は、塩素ガ

　スや湿気による機械設備等の腐食を防ぐため、機械室で開放せず建屋の外まで配

　管し開放する。

⑦　水槽等の換気管の開放は、吸気または排気用の換気扇から離して設置する。

⑧　水槽等の換気管の出口には、虫等の侵人を防ぐため、防虫網を設置する。

５について：民家に近い場所に設置するポンプ場には、ポンプ、電動機、電力設備等か

ら発生する騒音や振動に対応する防音、防振対策を施さなければならない。

　なお、その対策は、騒音規制法の「特定工場等において、発生する騒音の規制に関す

る基準」及び「騒音規制法に基づく地域及び基準指定：平成27年いわき市告示第111号」

を準用する。次表にその規制値を示す。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第１款　５．ポンプ形式） （第６章　第１節　第１款　５．ポンプ形式）
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.154

第6章第1節
第1款-5

現行版
頁番号

５．ポンプ形式

１　ポンプ形式は、維持管理の容易さと経済性から横軸渦巻ポンプを原則とする。ただ

　し、計画条件（計画吐出し量および全楊程）に対する適合性、運転効率及びキャビテ

　ーション発生の有無等を検討し、他の形式のポンプが有利と判断される場合はこの限

　りでない。

〔解説〕

１について：水道用として使用されるポンプのほとんどが渦巻ポンプであり、中小規模

のポンプ設備では、ＪＩＳ規格に適合するものが多いので、これらを採用することが望

ましい。

　ポンプの軸方向の選択については、立軸ポンプは設置スペースにおいて有利であるが、

電動幾をポンプの上部に設置する構造で電動機を取外した後にポンプを分解するので、

分解整備や修理が横軸ポンプに比べ困難であることから、原則として横軸渦巻ポンプを

採用する。なお、参考として次に渦巻ポンプの適用線図を示す。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第１款　５．ポンプ形式） （第６章　第１節　第１款　５．ポンプ形式）

渦巻ポンプ適用線図（60Hz）

（第６章　第１節　第１款　7．ポンプ形式と運転点） （第６章　第１節　第１款　7．ポンプ形式と運転点）

（第６章　第１節　第１款　８．キャビテーション） （第６章　第１節　第１款　８．キャビテーション）

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.155

第6章第1節
第1款-5

第6章第1節
第1款-7

P.157

P.159

第6章第1節
第1款-8

現行版
頁番号

削除

７．ポンプ形式と運転点

１　ポンプは、計画水量、動水圧、管路特性等の計画条件に適した形式のもので、効率

　的な運転ができるものとする。

〔解説〕

１について：ポンプの形状（片吸込または両吸込等）は、使用条件に最も適した比速度

（Ｎｓ：ポンプ羽根車の形状を示す値）となるものを選定する。また、計画条件により、

ポンプ運転範囲を把握し、キャビテーション発生の有無を検討のうえ、最適な制御方式

を採用する。

　なお、ポンプ形式と運転点についての詳細は、設計指針Ｐ５４２を参照するものとす

る。

７．ポンプ形式と運転点

１　ポンプは、計画水量、動水圧、管路特性等の計画条件に適した形式のもので、効率

　的な運転ができるものとする。

〔解説〕

１について：ポンプの形状（片吸込または両吸込等）は、使用条件に最も適した比速度

（Ｎｓ：ポンプ羽根車の形状を示す値）となるものを選定する。また、計画条件により、

ポンプ運転範囲を把握し、キャビテーション発生の有無を検討のうえ、最適な制御方式

を採用する。

　なお、ポンプ形式と運転点についての詳細は、設計指針Ｐ５５５を参照するものとす

る。

　キャビテーションの検討事例は、設計指針Ｐ５５７を参照する。　キャビテーションの検討事例は、設計指針Ｐ５６４を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第１款　９．水撃作用（ウォータハンマ）） （第６章　第１節　第１款　９．水撃作用（ウォータハンマ））

（第６章　第１節　第１款　11．ポンプの制御） （第６章　第１節　第１款　11．ポンプの制御）

（第６章　第１節　第２款　２．電動機の選択） （第６章　第１節　第２款　２．電動機の選択）

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.160

第6章第1節
第1款-9

P.167

第6章第1節
第2款-2

P.164

第6章第1節
第1款-11

現行版
頁番号

〔解説〕

１について：ウォーターハンマ（Water hammer）とは、管内を充満して流れている水の

速度が、バルブの開閉やボンプの起動・停止等により、水圧が激しく変動する現象をい

う。この現象は、配管が長いほど起こりやすく、管路の破損事故などを引き起こすおそ

れがあるので、事前に対策をたてなければならない。

２について：それぞれの方式については、次のとおりである。なお、これ以外について

の方式については、設計指針Ｐ５４７を参照する。

〔解説〕

１について：ウォーターハンマ（Water hammer）とは、管内を充満して流れている水の

速度が、バルブの開閉やボンプの起動・停止等により、水圧が激しく変動する現象をい

う。この現象は、配管が長いほど起こりやすく、管路の破損事故などを引き起こすおそ

れがあるので、事前に対策をたてなければならない。

２について：それぞれの方式については、次のとおりである。なお、これ以外について

の方式については、設計指針Ｐ５６７を参照する。

３について：運転中のポンプの吐出し量の制御には、次の方法がある。それぞれ設置す

る機器および運転効率に特徴があるので、制御方式は、これらの特徴を生かして決定す

る。

　また、遠隔地に設置されているポンプ場は、遠方監視制御を基本とするが、遠方から

の制御については導入に際し、その必要性について十分検討しなければならない。

①　ポンプの運転台数を制御する方法

②　ポンプの回転速度を制御する方法

③　バルブの開度を制御する方法

④　ポンプの羽根角度を変化させて制御する方法

⑤　①から④を組合わせて制御する方法

　なお、それぞれの制御方式の特性については、設計指針Ｐ５５１を参照する。

４について：圧力制御の方法には、ポンプの回転速度制御およびバルブ開度制御方式が

あるが、ともに台数制御と併用する。

　なお、それぞれの特性については、設計指針Ｐ５５１を参照する。

３について：運転中のポンプの吐出し量の制御には、次の方法がある。それぞれ設置す

る機器および運転効率に特徴があるので、制御方式は、これらの特徴を生かして決定す

る。

　また、遠隔地に設置されているポンプ場は、遠方監視制御を基本とするが、遠方から

の制御については導入に際し、その必要性について十分検討しなければならない。

①　ポンプの運転台数を制御する方法

②　ポンプの回転速度を制御する方法

③　バルブの開度を制御する方法

④　ポンプの羽根角度を変化させて制御する方法

⑤　①から④を組合わせて制御する方法

　なお、それぞれの制御方式の特性については、設計指針Ｐ５５９を参照する。

４について：圧力制御の方法には、ポンプの回転速度制御およびバルブ開度制御方式が

あるが、ともに台数制御と併用する。

　なお、それぞれの特性については、設計指針Ｐ５５９を参照する。

２．電動機の選択

１　電動機の種類は、三相誘導電動機の使用を標準とする。

２　電動機の形式は、設置環境や使用目的に適した、保護方式および冷却方式等を持つ

　機種を選択する。

〔解説〕

１について：電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で、安価であり、ま

た運転および保守が容易であることから、三相誘導電動機の使用を標準とする。

　なお、三相誘導電動機の機種別特性等については、設計指針Ｐ５６３を参照する。

２．電動機の選択

１　電動機の種類は、三相誘導電動機の使用を標準とする。

２　電動機の形式は、設置環境や使用目的に適した、保護方式および冷却方式等を持つ

　機種を選択する。

〔解説〕

１について：電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で、安価であり、ま

た運転および保守が容易であることから、三相誘導電動機の使用を標準とする。

　なお、三相誘導電動機の機種別特性等については、設計指針Ｐ５８２を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第２款　２．電動機の選択）（第６章　第１節　第２款　２．電動機の選択） （第６章　第１節　第２款　２．電動機の選択）

（第６章　第１節　第２款　３．始動方式） （第６章　第１節　第２款　３．始動方式）

（第６章　第１節　第２款　４．回転速度制御） （第６章　第１節　第２款　４．回転速度制御）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.168

第6章第1節
第2款-2

P.169

第6章第1節
第2款-3

P.170

第6章第1節
第2款-4

イ　保護方式

　回転電気機械の外被構造による保護方法の表示と分類は、次のとおりである。

　なお、保護方式の概要、定義、表示の例等については、設計指針Ｐ５６４を参照

する。

①　表示

　保護の程度を示す表示記号は、ＩＰの後に第１数字記号、第２数字記号をなら

べて表記する。

②　第１数字記号

　この記号は、外被構造内部の充電部との接触または近接および可動部との接触

に対する人命の保護、ならびに固形異物の侵入に対する保護の程度を分類してい

る。

③　第２数字記号

　この記号は、水の浸入による有害な影響に対する保護の程度を分類している。

ウ　冷却方式

　冷却方式は、冷却媒体の種類による形式、冷媒の通路および熱放散の形式、冷媒

の送り方の形式との組合せによって分類されている。

　広く用いられている空気を一次冷媒とする冷却方式の名称と記号、定義について

は設計指針Ｐ５６５を参照する。

イ　保護方式

　回転電気機械の外被構造による保護方法の表示と分類は、次のとおりである。

　なお、保護方式の概要、定義、表示の例等については、設計指針Ｐ５８３を参照

する。

①　表示

　保護の程度を示す表示記号は、ＩＰの後に第１数字記号、第２数字記号をなら

べて表記する。

②　第１数字記号

　この記号は、外被構造内部の充電部との接触または近接および可動部との接触

に対する人命の保護、ならびに固形異物の侵入に対する保護の程度を分類してい

る。

③　第２数字記号

　この記号は、水の浸入による有害な影響に対する保護の程度を分類している。

ウ　冷却方式

　冷却方式は、冷却媒体の種類による形式、冷媒の通路および熱放散の形式、冷媒

の送り方の形式との組合せによって分類されている。

　広く用いられている空気を一次冷媒とする冷却方式の名称と記号、定義について

は設計指針Ｐ５８３を参照する。

⑴　かご形誘導電動機の始動方式は、始動電流の制限上限値と始動トルクの必要値によ

　って、各始動方式を選定する。

ア　全電圧始動（直入始動）は、固定子巻線に直接電源電圧を加えて始動する方式で、

　始動電流は、全負荷電流の 450％～ 700％となる。

イ　スターデルタ始動（Ｙ－Δ始動）は、電動機の固定子巻線の両端より３本ずつ、

　計６本の口出し線を引出し、始動時にはモーター巻線をスター結線として電源電圧

　を１／√３に低減させ始動電流を小さく抑え、モーターが安定回転し、電流が小さ

　くなった頃を見計らいデルタ結線に切り替えることで、始動電流を小さく抑える方

　式で、始動電流が全電圧始動時の１/３となる。

ウ　この他の始動方式の特性については、設計指針Ｐ５６５を参照する。

⑴　かご形誘導電動機の始動方式は、始動電流の制限上限値と始動トルクの必要値によ

　って、各始動方式を選定する。

ア　全電圧始動（直入始動）は、固定子巻線に直接電源電圧を加えて始動する方式で、

　始動電流は、全負荷電流の 450％～ 700％となる。

イ　スターデルタ始動（Ｙ－Δ始動）は、電動機の固定子巻線の両端より３本ずつ、

　計６本の口出し線を引出し、始動時にはモーター巻線をスター結線として電源電圧

　を１／√３に低減させ始動電流を小さく抑え、モーターが安定回転し、電流が小さ

　くなった頃を見計らいデルタ結線に切り替えることで、始動電流を小さく抑える方

　式で、始動電流が全電圧始動時の１/３となる。

ウ　この他の始動方式の特性については、設計指針Ｐ５８４を参照する。

〔解説〕

１について：ポンプ用誘導電動機の一般的に使用されている回転速度制御方式としては、

二次抵抗制御、一次周波数制御（インバータ）、二次励磁制御（静止セルビウス）があ

る。それぞれの制御特性については、設計指針Ｐ５６６を参照する。

〔解説〕

１について：ポンプ用誘導電動機の一般的に使用されている回転速度制御方式としては、

二次抵抗制御、一次周波数制御（インバータ）、二次励磁制御（静止セルビウス）があ

る。それぞれの制御特性については、設計指針Ｐ５８６を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第１節　第２款　５．保護装置） （第６章　第１節　第２款　５．保護装置）

（第６章　第１節　第３款　１．追加塩素消毒設備）

〔解説〕 〔解説〕

旧　（　現　行　）

P.171

第6章第1節
第2款-5

P.172

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

第6章第1節
第3款-1

２について：巻線形誘導電動機は、始動抵抗器およびスリップリング短絡装置が始動位

置にないときには、誤って大電流が流れて電動機が損傷しないよう、始動時のインター

ロックを設ける。

　かご形誘導電動機で始動装置を用いる場合も、始動位置にないときには、始動できな

いようにインターロックを設ける。

　なお、代表的な電動機用保護継電器の規格を次に示すが、設計において設置する各々

機器については、該当する規格で電動機の運用に必要な保護特性が、得られているか確

認する。

①　ＪＥＭ １３６５ 三相誘導電動機用熱動形保護継電器

②　ＪＥＭ １３５７ 三相誘導電動機用静止形保護継電器

１．追加塩素消毒設備

１　追加塩素消毒設備は、配水施設において残留塩素が著しく減少すると予測される場

　合に設置する。

２　追加塩素消毒設備は、注入機、小出槽、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）および操

　作盤に、施設規模に応じて貯蔵槽を組合わせる。また、残留塩素計も併せて設置する。

３　消毒薬の貯蔵方法、注入方法、注入点、制御方式および搬入方法等については、施

　設や設備の規模に適したものを選定する。

４　消毒設備室は、換気装置または空調設備を設ける。建屋躯体の腐食を防ぐため床面

　には勾配を設け、耐食性を高めるモルタルや塗装を施す。また、保守点検や消毒剤の

　搬入など、維持管理に必要な床面積や室内空間を確保する。

５　注入機および小出槽は、２基設けることを標準とし、その周囲には防液提またはピ

　ットを設ける。また、操作盤は原則として電気室に設置する。

２について：巻線形誘導電動機は、始動抵抗器およびスリップリング短絡装置が始動位

置にないときには、誤って大電流が流れて電動機が損傷しないよう、始動時のインター

ロックを設ける。

　かご形誘導電動機で始動装置を用いる場合も、始動位置にないときには、始動できな

いようにインターロックを設ける。

　なお、代表的な電動機用保護継電器の規格を次に示すが、設計において設置する各々

機器については、該当する規格で電動機の運用に必要な保護特性が、得られているか確

認する。

①　JIS C 8201-4-1　低圧開閉装置及び制御装置－第４－１部：接触器及び

　　　　　　　　　　　　モータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ

②　ＪＥＭ １３５７ 電動機用静止形保護継電器

１．追加塩素消毒設備

１　追加塩素消毒設備は、配水施設において残留塩素が著しく減少すると予測される場

　合に設置する。

２　追加塩素消毒設備は、注入機、小出槽、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）および操

　作盤に、施設規模に応じて貯蔵槽を組合わせる。また、残留塩素計も併せて設置する｡

３　消毒薬の貯蔵方法、注入方法、注入点、制御方式および搬入方法等については、施

　設や設備の規模に適したものを選定する。

４　消毒設備室は、換気装置または空調設備を設ける。建屋躯体の腐食を防ぐため床面

　には勾配を設け、耐食性を高めるモルタルや塗装を施す。また、保守点検や消毒剤の

　搬入など、維持管理に必要な床面積や室内空間を確保する。

５　注入機および小出槽は、２基設けることを標準とし、その周囲には防液提またはピ

　ットを設ける。また、操作盤は原則として電気室に設置する。他設備から隔離する。　ットを設ける。また、操作盤は原則として別室に設置する。

４について：次亜塩素酸ナトリウム溶液は、腐食性が強く塩素ガスが発生しやすいため、

原則として床面には、耐薬品性に優れた塗材による塗装を施し、他設備と混在しない様

に配置する。換気設備は塩素ガスが空気より重いことを考慮する。

５について：注入機および小出槽は、機器の故障や消毒剤搬入時のポンプ停止等、維持

管理を考慮し２基設置を標準とする。

　また、次亜塩素酸ナトリウム溶液は、凝集剤等の酸剤と反応すると塩素ガスを発生さ

せることから、漏洩した場合の拡散を防止するため、小出槽および貯蔵槽は、防液提ま

たはピットで囲み混触を防ぐとともに、外部へ漏洩させないため排水設備と接続しては

ならない。なお、隣接し洗浄用に給水設備を設ける。

　操作盤は、腐食による故障等を防止するため、原則として別室に設置する。

４について：次亜塩素酸ナトリウム溶液は、腐食性が強いため、原則として床面には、

耐薬品性に優れた塗材による塗装を施す。

５について：注入機および小出槽は、機器の故障や消毒剤搬入時のポンプ停止等、維持

管理を考慮し２基設置を標準とする。

　また、次亜塩素酸ナトリウム溶液は、凝集剤等の酸剤と反応すると塩素ガスを発生さ

せることから、漏洩した場合の拡散を防止するため、小出槽および貯蔵槽は、防液提ま

たはピットで囲み混触を防ぐとともに、外部へ漏洩させないため排水設備と接続しては

ならない。なお、隣接し洗浄用に給水設備を設ける。

　操作盤は、腐食による故障等を防止するため、原則として電気室に設置する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第２節　２．設計における基本事項） （第６章　第２節　２．設計における基本事項）
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.174

第6章第2節
-2

現行版
頁番号

P.175

第6章第2節
-2

２．設計における基本事項

１　電力設備は、「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の関

　係法令を遵守したものとする。

２　電力設備の設計においては、水道施設の重要度に見合ったもので、十分な信頼性を

　有するとともに、省エネルギーに配慮する。

３　電力設備は、将来計画を考慮し、更新および再構築において支障がでない柔軟性の

　ある設備とする。

４　電力設備は、運転および保守点検が容易であるとともに、事故防止を考慮した安全

　性の高い設備とする。

５　電力設備は、地震、その他の自然災害に対して、十分な強度と安定性ならびに復旧

　性の高い設備とする。

６　電力設備の基本設計においては、関係官公庁、電力会社との協議のほか、関係部署

　および維持管理担当課所との調整を行うものとする。

〔解説〕

２．設計における基本事項

１　電力設備は、「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の関

　係法令を遵守したものとする。

２　電力設備の設計においては、水道施設の重要度に見合ったもので、十分な信頼性を

　有するとともに、省エネルギーに配慮する。

３　電力設備は、将来計画を考慮し、更新および再構築において支障がでない柔軟性の

　ある設備とする。

４　電力設備は、運転および保守点検が容易であるとともに、事故防止を考慮した安全

　性の高い設備とする。

５　電力設備は、地震、その他の自然災害に対して、十分な強度と安定性ならびに復旧

　性の高い設備とする。

６　電力設備の基本設計においては、関係官公庁、電力会社との協議のほか、関係部署

　および維持管理担当課所、並びに電気主任技術者との調整を行うものとする。

〔解説〕

６について：電力設備の設計においては、法令等に基づき、関係官庁および所轄の電力

会社と事前に協議しなければならない。

　また、土木、建築、電気、機械、水質などの関係部署と調整を行うとともに、維持管

理に則した実務を設備に反映させるため、維持管理部門との意見調整を行わなければな

らない。

　なお、電気工作物の新設の手続きおよび高圧受変電設備計画の事例フローが、設計指

針Ｐ５９８に記載されているので、設計に際しては参照する。

６について：電力設備の設計においては、法令等に基づき、関係官庁および所轄の電力

会社と事前に協議しなければならない。

　また、土木、建築、電気、機械、水質などの関係部署と調整を行うとともに、維持管

理に則した実務を設備に反映させるため、維持管理部門及び電気主任技術者との意見

調整を行わなければならない。

　なお、電気工作物の新設の手続きおよび高圧受変電設備計画の事例フローが、設計指

針Ｐ６９９に記載されているので、設計に際しては参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第２節　３．受電、変電、配電計画） （第６章　第２節　３．受電、変電、配電計画）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第２節　３．受電、変電、配電計画） （第６章　第２節　３．受電、変電、配電計画）

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.176

第6章第2節
-3

P.177

第6章第2節
-3

３について：受電方式は、電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因に

よる突発的な停電を考慮し、重要度の高い施設（取水、導水、浄水、送水および配水施

設における基幹施設等）においては、いわき市水道局水道施設総合整備計画水道施設停

電対策計画に記載のとおりとする。また、停電対策も同様に記載のとおりとする。

　引き込み方式については、損傷事故などに対する信頼性、安全性が確保できることか

ら、原則として地中ケーブル引き込みを採用する。また、引き込み管路には、事故など

によるケーブルの引替え等に備え、予備管路を設けることとする。

　自家用発電設備の導入が計画されている施設は、負荷設備に合致し、設備点検

等の維持管理を考慮した適切な方式を選択するものとし、詳細については設計指針

Ｐ６００を参照する。

４について：変電設備は、高圧または特別高圧電力を受電している施設において、負荷

に応じた電圧に降圧するために設置している。

　設備は変圧器に代表されるが、受電設備や配電設備と連結し設置するものであり、遮

断装置や避雷装置、保護装置など多くの機器で構成されている。

　設備の形式としては、屋外式、屋内式、半屋内式があり、設置する施設周囲の環境や

設置場所の条件、建設コストや管理コスト等の費用対効果を考慮し、これらの中から設

備の方式を選定をする。なお、各方式の詳細については、設計指針Ｐ６００を参照する。

３について：受電方式は、電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因に

よる突発的な停電を考慮し、重要度の高い施設（取水、導水、浄水、送水および配水施

設における基幹施設等）においては、いわき市水道局水道施設総合整備計画水道施設停

電対策計画に記載のとおりとする。また、停電対策も同様に記載のとおりとする。

　引き込み方式については、損傷事故などに対する信頼性、安全性が確保できることか

ら、原則として地中ケーブル引き込みを採用する。また、引き込み管路には、事故など

によるケーブルの引替え等に備え、予備管路を設けることとする。

　自家用発電設備の導入が計画されている施設は、負荷設備に合致し、設備点検

等の維持管理を考慮した適切な方式を選択するものとし、詳細については設計指針

Ｐ７０２を参照する。

４について：変電設備は、高圧または特別高圧電力を受電している施設において、負荷

に応じた電圧に降圧するために設置している。

　設備は変圧器に代表されるが、受電設備や配電設備と連結し設置するものであり、遮

断装置や避雷装置、保護装置など多くの機器で構成されている。

　設備の形式としては、屋外式、屋内式、半屋内式があり、設置する施設周囲の環境や

設置場所の条件、建設コストや管理コスト等の費用対効果を考慮し、これらの中から設

備の方式を選定をする。なお、各方式の詳細については、設計指針Ｐ７０２を参照する。

表-６.２.１　電気設備設計検討手順

１　基本構想の決定 ・信頼性レベル、維持管理形態、増設計 ・プラントの目的

　画等について、基本構想を決定する ・施設概要、規模

・設置場所、建屋の有無

2 ・他設備との整合性、ライフサイクル

・最終計画または増設、年次計画

２　事前調査 ・気象、地形、類似施設例、事故例、法 ・風水害、雪害、寒暑、気圧、高潮、

　規等の事前調査を実施 　洪水、雷害

・塩害、地震、地盤沈下、粉塵、地下

　水、電食

・類似施設の運用事例

・人身、設備、操作、火災等の事例

・建設用地の用途地域

・騒音、振動等の法規制

項　　　　目 内　　　　容 検　討　事　項

表-６.２.１　電気設備設計検討手順

１　基本構想の決定 ・信頼性レベル、維持管理形態、増設計 ・プラントの目的

　画等について、基本構想を決定する ・施設概要、規模

・設置場所、建屋の有無

2 ・他設備との整合性、ライフサイクルコスト

・最終計画または増設、年次計画

２　事前調査 ・気象、地形、類似施設例、事故例、法 ・風水害、雪害、寒暑、気圧、高潮、

　規等の事前調査を実施 　洪水、雷害

・塩害、地震、地盤沈下、粉塵、地下

　水、電食

・類似施設の運用事例

・人身、設備、操作、火災等の事故例

・建設用地の用途地域

・騒音、振動等の法規制

項　　　　目 内　　　　容 検　討　事　項
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第２節　４．受変電設備） （第６章　第２節　４．受変電設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第２節　５．配電設備） （第６章　第２節　５．配電設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第２節　６．動力設備） （第６章　第２節　６．動力設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第２節　７．保護及び保安設備） （第６章　第２節　７．保護及び保安設備）

〔解説〕 〔解説〕

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.179

第6章第2節
-4

第6章第2節
-5

P.179

P.180

第6章第2節
-6

P.180

第6章第2節
-7

　受変電設備は、電力設備の中で最も重要な設備にあたるので、経済的に許容される範

囲において信頼性の高い構成を選択する。

　なお、受変電設備についての詳細は、設計指針Ｐ６０４以降を参照する。

　受変電設備は、電力設備の中で最も重要な設備にあたるので、経済的に許容される範

囲において信頼性の高い構成を選択する。

　なお、受変電設備についての詳細は、設計指針Ｐ７０６以降を参照する。

　配電設備は、配電電圧別に閉鎖型配電盤を設けるが、配電系統全体から見て電圧の種

類は少なく整理することが望ましい。また、大規模施設等においてグループ別に配電系

統を分ける場合は、そのグループ内は同一電圧としなければならない。

　なお、配電設備についての詳細は、設計指針Ｐ６０８以降を参照する。

　配電設備は、配電電圧別に閉鎖型配電盤を設けるが、配電系統全体から見て電圧の種

類は少なく整理することが望ましい。また、大規模施設等においてグループ別に配電系

統を分ける場合は、そのグループ内は同一電圧としなければならない。

　なお、配電設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１２以降を参照する。

　動力設備は、できる限り負荷に近く、全体負荷の中心に設置することが望ましい。た

だし、ポンプ場などでは１箇所でよいが、浄水場のように負荷が敷地内で分散している

場合は、浄水処理の系統を考慮した数グループの負荷にまとめて動力設備を設けること

とする。

　なお、動力設備についての詳細は、設計指針Ｐ６１０以降を参照する。

　動力設備は、できる限り負荷に近く、全体負荷の中心に設置することが望ましい。た

だし、ポンプ場などでは１箇所でよいが、浄水場のように負荷が敷地内で分散している

場合は、浄水処理の系統を考慮した数グループの負荷にまとめて動力設備を設けること

とする。

　なお、動力設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１３以降を参照する。

４について：接地の目的は、対地電位の上昇を制限することで、感電防止、機器の損傷

防止、火災および爆発の防止にある。また、事故電流が強電側接地から回りこみにより、

電子部品が損傷しないよう、強電、弱電の接地の分離と離隔距離については注意が必要

となる。

　接地工事は、電気設備技術基準により、Ａ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種の４種が定められて

おり、目的により系統接地、機器接地、雷接地、静電接地、電子接地、その他に区分さ

れる。なお、接地工事の種類については、設計指針Ｐ６１２を参照する。

４について：接地の目的は、対地電位の上昇を制限することで、感電防止、機器の損傷

防止、火災および爆発の防止にある。また、事故電流が強電側接地から回りこみにより、

電子部品が損傷しないよう、強電、弱電の接地の分離と離隔距離については注意が必要

となる。

　接地工事は、電気設備技術基準により、Ａ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種の４種が定められて

おり、目的により系統接地、機器接地、雷接地、静電接地、電子接地、その他に区分さ

れる。なお、接地工事の種類については、設計指針Ｐ７１８を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第２節　８．力率改善設備） （第６章　第２節　８．力率改善設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第２節　９．無停電電源装置） （第６章　第２節　９．無停電電源装置）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備） （第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備）

〔解説〕 〔解説〕

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.183

第6章第2節
-8

P.183

第6章第2節
-9

第6章第3節
第1款-3

P.188

　水道施設で使用する電動機や変圧器等の電力負荷設備の多くは、誘導性負荷のた

め無効電力が増加し力率を悪くする。力率が悪くなると負荷電流が増加し、電力損

失の増大や電圧降下を招くことになるので、力率改善設備（容量性負荷である進相

コンデンサ）を設置することで力率の改善を図る。

　なお、力率改善設備についての詳細は、設計指針Ｐ６１３以降を参照する。

　水道施設で使用する電動機や変圧器等の電力負荷設備の多くは、誘導性負荷のた

め無効電力が増加し力率を悪くする。力率が悪くなると負荷電流が増加し、電力損

失の増大や電圧降下を招くことになるので、力率改善設備（容量性負荷である進相

コンデンサ）を設置することで力率の改善を図る。

　なお、力率改善設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１９以降を参照する。

　無停電電源装置は、水道施設の運用に際し平常時はもちろん停電時などの非常時

においても、安定した制御と監視を行うために設置する。無停電電源装置の設置に

あたっては、信頼性の高い設備構成のものを選定する。

　無停電電源装置には、直流電源装置と交流電源装置（ＵＰＳ）があり、直流電源

装置は整流装置と蓄電池で構成され、主として受変電、配電設備などの制御回路や

表示灯回路の電源に用いる。交流電源装置（ＵＰＳ）は整流装置、蓄電池、インバ

ータ装置で構成され、計装設備や監視制御設備、通信設備の電源に用いる。

　なお、無停電電源装置についての詳細は、設計指針Ｐ６１４以降を参照する。

　無停電電源装置は、水道施設の運用に際し平常時はもちろん停電時などの非常時

においても、安定した制御と監視を行うために設置する。無停電電源装置の設置に

あたっては、信頼性の高い設備構成のものを選定する。

　無停電電源装置には、直流電源装置と交流電源装置（ＵＰＳ）があり、直流電源

装置は整流装置と蓄電池で構成され、主として受変電、配電設備などの制御回路や

表示灯回路の電源に用いる。交流電源装置（ＵＰＳ）は整流装置、蓄電池、インバ

ータ装置で構成され、計装設備や監視制御設備、通信設備の電源に用いる。

　なお、無停電電源装置についての詳細は、設計指針Ｐ７２１以降を参照する。

３について：監視操作設備は、水道施設に設置された設備機器の運転状態や故障状況、

水処理工程における各種計測値などの情報を目的、用途によって整理し、異常を検知し

た場合には確実に警報を出力するなど、必要な時に必要な形で正確に運転員に状況が提

供され、迅速かつ的確に対応することができるものとしなければならない。

⑴　監視操作設備

　監視操作設備の構成は、監視操作盤、計装盤、ミニグラフィックパネル、ＶＴＤ装

置、大画面表示装置、監視用テレビ装置等を、施設の規模に応じて組合わせる。なお、

各機器の概要は、設計指針Ｐ６２４を参照する。

　監視操作盤は、現場に設置する現場監視操作盤と、浄水場などの中央監視室に設置

する中央監視操作盤に大別される。

３について：監視操作設備は、水道施設に設置された設備機器の運転状態や故障状況、

水処理工程における各種計測値などの情報を目的、用途によって整理し、異常を検知し

た場合には確実に警報を出力するなど、必要な時に必要な形で正確に運転員に状況が提

供され、迅速かつ的確に対応することができるものとしなければならない。

⑴　監視操作設備

　監視操作設備の構成は、監視操作盤、計装盤、ミニグラフィックパネル、ＶＴＤ装

置、大画面表示装置、監視用テレビ装置等を、施設の規模に応じて組合わせる。なお、

各機器の概要は、設計指針Ｐ７４１を参照する。

　監視操作盤は、現場に設置する現場監視操作盤と、浄水場などの中央監視室に設置

する中央監視操作盤に大別される。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備） （第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備） （第６章　第３節　第１款　３．監視制御設備）

〔解説〕 〔解説〕

旧　（　現　行　）

P.191

第6章第3節
第1款-3

第6章第3節
第1款-3

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

P.193

４について：制御用コンピュータは、制御機能、通信機能、出入力機能で構成される。

ア　制御機能

　分散制御方式の制御機能には、大きく分けＤＣＳ（分散制御システム）とＰＬＣ

（プログラマブルコントローラまたはシーケンスコントローラ）があり、両者の機

能的異差は小さくなっている。

　一般にＤＣＳは比較的ループ制御が多い浄水処理プロセスでの自動制御機能に適

し、ＰＬＣはシーケンス制御に代表される高速制御が必要な計装に適しており、施

設の目的に合った制御方法を選択する。なお、各制御の詳細については、設計指針

Ｐ６２７を参照するものとする。

イ　通信機能

　通信機能としては、監視制御に関する情報を高速で大量にデータを伝送させる必

要があることから、一般的に普及している光ファイバー、同軸、あるいは一対のツ

イストペアケーブルを用いたＬＡＮ（Local Area Network）により装置間を接続す

ることが望ましい。

　また、データの伝送形態には、バス、リング、スター型などがあり、これらを総

合的に検討し、施設の目的および設備に合ったものを選択する。なお、制御系ＬＡ

Ｎ、ＦＬ-net、情報系ＬＡＮの詳細については、設計指針Ｐ６２８を参照するもの

とする。

ウ　入出力機能

　制御用コンピュータへの入出力については、多種多様な機器や装置からの信号を

取扱うことから、標準化された一定の基準に基づいたものを使用する。

　監視制御システムにおける接点信号およびアナログ信号等の取合いの方法として

は、信号形式の明示、信号仕様の明示、アナログ信号受渡しの回路方式、デジタル

信号受渡しの回路方式、フィールドバスがあり、詳細については、設計指針Ｐ６２

８を参照するものし、設計では記載された条件に基づき実施する。

４について：制御用コンピュータは、制御機能、通信機能、出入力機能で構成される。

ア　制御機能

　分散制御方式の制御機能には、大きく分けＤＣＳ（分散制御システム）とＰＬＣ

（プログラマブルコントローラまたはシーケンスコントローラ）があり、両者の機

能的異差は小さくなっている。

　一般にＤＣＳは比較的ループ制御が多い浄水処理プロセスでの自動制御機能に適

し、ＰＬＣはシーケンス制御に代表される高速制御が必要な計装に適しており、施

設の目的に合った制御方法を選択する。なお、各制御の詳細については、設計指針

Ｐ７４４を参照するものとする。

イ　通信機能

　通信機能としては、監視制御に関する情報を高速で大量にデータを伝送させる必

要があることから、一般的に普及している光ファイバー、同軸、あるいは一対のツ

イストペアケーブルを用いたＬＡＮ（Local Area Network）により装置間を接続す

ることが望ましい。

　また、データの伝送形態には、バス、リング、スター型などがあり、これらを総

合的に検討し、施設の目的および設備に合ったものを選択する。なお、制御系ＬＡ

Ｎ、ＦＬ-net、情報系ＬＡＮの詳細については、設計指針Ｐ７４４を参照するもの

とする。

ウ　入出力機能

　制御用コンピュータへの入出力については、多種多様な機器や装置からの信号を

取扱うことから、標準化された一定の基準に基づいたものを使用する。

　監視制御システムにおける接点信号およびアナログ信号等の取合いの方法として

は、信号形式の明示、信号仕様の明示、アナログ信号受渡しの回路方式、デジタル

信号受渡しの回路方式、フィールドバスがあり、詳細については、設計指針Ｐ７４

５を参照するものし、設計では記載された条件に基づき実施する。

６について：水道施設の異常発生時の迅速な情報収集および効率的な運転管理を行うた

め、取水から浄水までの各水処理工程の状況や、ポンプなどの設備稼働状態の把握、さ

らには構内への不審者の侵入監視等の機能を有する、監視用テレビ装置を導入するこ

が望ましい。

　また、侵入監視用カメラでは、侵入を検知し警報を発報するためのテンションセンサ

や赤外線センサ、拡声装置、投光器等と併用する。

　なお、監視用テレビ装置の導入に際しての設備構成や画像の伝送方式等の詳細に関し

ては、設計指針Ｐ６２９を参照する。

６について：水道施設の異常発生時の迅速な情報収集および効率的な運転管理を行うた

め、取水から浄水までの各水処理工程の状況や、ポンプなどの設備稼働状態の把握、さ

らには構内への不審者の侵入監視等の機能を有する、監視用テレビ装置を導入するこ

が望ましい。

　また、侵入監視用カメラでは、侵入を検知し警報を発報するためのテンションセンサ

や赤外線センサ、拡声装置、投光器等と併用する。

　なお、監視用テレビ装置の導入に際しての設備構成や画像の伝送方式等の詳細に関し

ては、設計指針Ｐ６９３を参照する。

23/30



水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第３節　第１款　４．情報処理設備） （第６章　第３節　第１款　４．情報処理設備）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第２款　１．一般事項） （第６章　第３節　第２款　１．一般事項）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等） （第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等）

〔解説〕 〔解説〕

旧　（　現　行　）

P.193

第6章第3節
第1款-4

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

P.201

第6章第3節
第2款-4

P.197

第6章第3節
第2款-1

　水道施設の運用で使用する情報処理設備は、設備機器や計装機器類からの情報を用い

て、施設の効率的運用や保全の最適化を図ることを目的に導入する。

　情報処理の内容としては、水運用計画、運転支援、プロセス診断および施設管理情報

データベース等の各機能がシステムとして構築されなければならない。導入の効果とし

ては、効率的な水運用、危機管理対策、情報の共有化、業務の効率化、技術の継承など

が求められる。

　なお、導入に際しての構築方法、各システムに必要な機能、活用方法、セキュリティ

ー対策などの詳細は、設計指針Ｐ６３０を参照する。

　水道施設の運用で使用する情報処理設備は、設備機器や計装機器類からの情報を用い

て、施設の効率的運用や保全の最適化を図ることを目的に導入する。

　情報処理の内容としては、水運用計画、運転支援、プロセス診断および施設管理情報

データベース等の各機能がシステムとして構築されなければならない。導入の効果とし

ては、効率的な水運用、危機管理対策、情報の共有化、業務の効率化、技術の継承など

が求められる。

　なお、導入に際しての構築方法、各システムに必要な機能、活用方法、セキュリティ

ー対策などの詳細は、設計指針Ｐ７４６以降を参照する。

２について：取水、導水、貯水、浄水、送水および配水の各施設に設置する計装用機器

の構成は、その設置する水道施設において管理に必要な計測項目と制御に必要な項目、

さらには設備の安全性および重要性などを考慮し決定する。主な計測の種類には、流量、

水位、水圧および水質の各計測、温度、湿度、雨量等の気象計測、電圧、電流、電力等

の電気計測などがある。なお、計装用機器の決定において留意する点について次に示す。

また、計装用機器の構成例については設計指針Ｐ６３９、計測および制御項目例につい

ては設計指針Ｐ６６０を参照する。

２について：取水、導水、貯水、浄水、送水および配水の各施設に設置する計装用機器

の構成は、その設置する水道施設において管理に必要な計測項目と制御に必要な項目、

さらには設備の安全性および重要性などを考慮し決定する。主な計測の種類には、流量、

水位、水圧および水質の各計測、温度、湿度、雨量等の気象計測、電圧、電流、電力等

の電気計測などがある。なお、計装用機器の決定において留意する点について次に示す。

また、計装用機器の構成例については設計指針Ｐ７５７、計測および制御項目例につい

ては設計指針Ｐ７７９を参照する。

１について：流量計、水位計、水圧計などの計測器については、次のとおりとする。

⑴　流量計は、水処理工程における量的把握や薬品注入制御、送水・受水・配水量等の

　計測に用いられ、その計測値は、有収率の把握や取引量にも影響することから、流量

　計測用機器については高い精度のものを選定する。

　　流量計の諸条件については、「本基準　第４章　第５節　６．流量計」を参照する

　ものとし、ここでは、代表的な流量計について記載する。なお、流量計の選定にあた

　って留意する点および各流量計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の

　詳細については設計指針Ｐ６４０を参照する。

１について：流量計、水位計、水圧計などの計測器については、次のとおりとする。

⑴　流量計は、水処理工程における量的把握や薬品注入制御、送水・受水・配水量等の

　計測に用いられ、その計測値は、有収率の把握や取引量にも影響することから、流量

　計測用機器については高い精度のものを選定する。

　　流量計の諸条件については、「本基準　第４章　第５節　６．流量計」を参照する

　ものとし、ここでは、代表的な流量計について記載する。なお、流量計の選定にあた

　って留意する点および各流量計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の

　詳細については設計指針Ｐ７６０を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等） （第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等） （第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等）

〔解説〕 〔解説〕

現行版
頁番号

P.203

第6章第3節
第2款-4

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.202

第6章第3節
第2款-4

⑵　水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つ

　であり、水処理工程の監視、制御、薬品在庫の管理、ポンプの水位制御で利用する。

　　水道施設の監視、制御に使用する水位計には、投込式、差圧式、超音波式、電波式、

　静電容量式、フロート式、電極式等があり、測定対象物により水位計、液位計、粉面

　計、レベル計等と呼称される。

　　水位計は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

　測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものし、ここで

　は、代表的な水位計について記載する。なお、水位計の選定にあたって留意する点お

　よび各水位計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設

　計指針Ｐ６４５を参照する。

⑵　水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つ

　であり、水処理工程の監視、制御、薬品在庫の管理、ポンプの水位制御で利用する。

　　水道施設の監視、制御に使用する水位計には、投込式、差圧式、超音波式、電波式、

　静電容量式、フロート式、電極式等があり、測定対象物により水位計、液位計、粉面

　計、レベル計等と呼称される。

　　水位計は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

　測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものし、ここで

　は、代表的な水位計について記載する。なお、水位計の選定にあたって留意する点お

　よび各水位計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設

　計指針Ｐ７６５を参照する。

⑶　水圧計測は、水道施設において重要な計測項目の一つで、各種ポンプの圧力確認、

　送配水管の圧力管理、漏水防止対策上の水圧調整など、導水施設から配水施設までの

　間で、広く利用している。

　　圧力計は、測定原理、構造等によって各々異なった特徴があるので、使用目的、測

　定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定する。なお、圧力計の

　選定にあたって留意する点および各圧力計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意

　する点等の詳細については設計指針Ｐ６４８を参照する。

⑶　水圧計測は、水道施設において重要な計測項目の一つで、各種ポンプの圧力確認、

　送配水管の圧力管理、漏水防止対策上の水圧調整など、導水施設から配水施設までの

　間で、広く利用している。

　　圧力計は、測定原理、構造等によって各々異なった特徴があるので、使用目的、測

　定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定する。なお、圧力計の

　選定にあたって留意する点および各圧力計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意

　する点等の詳細については設計指針Ｐ７６８を参照する。

２について：水質計測器は、取水から浄水までの水処理工程や送配水管網での水質管理

に用いるものと、凝集剤、アルカリ剤、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム等）等の薬品注

入制御に用いるものがあり、選定にあたっては、高精度で安定性および信頼性が重要で

ある。

　水質計器の精度は、他の工業用計器と異なり、測定原理の相違や計器の種類、測定レ

ンジの違いにより値が異なることがある。また、機器と手分析の値においても、測定原

理や測定条件により、結果に相違が生じる。

　水質計器の性能の表現方法は、精度、直進性、繰返し性、安定性等が示されることが

一般的である。また、機器の形状については、連続測定用の定置型、試験室などで使用

する卓上型、現場で使用する携帯型がある。

　水質計器は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものとし、ここで

は、代表的な水質計器について記載する。なお、水質計器の選定にあたって留意する点

および各機器ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設計

指針Ｐ６４９を参照する。

２について：水質計測器は、取水から浄水までの水処理工程や送配水管網での水質管理

に用いるものと、凝集剤、アルカリ剤、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム等）等の薬品注

入制御に用いるものがあり、選定にあたっては、高精度で安定性および信頼性が重要で

ある。

　水質計器の精度は、他の工業用計器と異なり、測定原理の相違や計器の種類、測定レ

ンジの違いにより値が異なることがある。また、機器と手分析の値においても、測定原

理や測定条件により、結果に相違が生じる。

　水質計器の性能の表現方法は、精度、直進性、繰返し性、安定性等が示されることが

一般的である。また、機器の形状については、連続測定用の定置型、試験室などで使用

する卓上型、現場で使用する携帯型がある。

　水質計器は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものとし、ここで

は、代表的な水質計器について記載する。なお、水質計器の選定にあたって留意する点

および各機器ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設計

指針Ｐ７６８を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等） （第６章　第３節　第２款　４．計測・機器・装置等）

〔解説〕 〔解説〕

（第６章　第３節　第２款　５．指示・記録用機器等） （第６章　第３節　第２款　５．指示・記録用機器等）

〔解説〕 〔解説〕

〔解説〕 〔解説〕

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

P.205

第6章第3節
第2款-5

旧　（　現　行　）

P.204

第6章第3節
第2款-4

３について：水道施設におけるその他の計測器としては、塩素ガス漏洩探知機、汚泥濃

度計、受変電設備などの電気計測用機器、設備の振動や機器の湿度の測定用機器、雨量

や気温などの気象観測用機器等があり、設置する施設での使用目的、設置条件、環境条

件を検討し、状況に応じた機種を選定する。なお、各機器ごとの原理、構造、設置にあ

たって留意する点等の詳細については設計指針Ｐ６５４を参照する。

３について：水道施設におけるその他の計測器としては、塩素ガス漏洩探知機、汚泥濃

度計、受変電設備などの電気計測用機器、設備の振動や機器の湿度の測定用機器、雨量

や気温などの気象観測用機器等があり、設置する施設での使用目的、設置条件、環境条

件を検討し、状況に応じた機種を選定する。なお、各機器ごとの原理、構造、設置にあ

たって留意する点等の詳細については設計指針Ｐ７７５を参照する。

イ　記録計には、アナログ記録計と液晶画面表示のペーパレス記録計、アナログ記録

　とデジタル指示・記録機能を持ったハイブリット記録計がある。

　　ペーパレス記録計は、各種メモリなどにデータの記憶が可能で、データ解析や管

　理用に適している。アナログ記録計は、紙やペンの交換、インクの補充、大量の記

　録紙の保存など、維持管理の面でペーパレス記録計に劣るが、時間的経過の確認な

　ど現場での瞬時値の確認には適している。

　　このことから、記録計の選定にあたっては、使用目的、設置場所、維持管理性な

　どを考慮し、適切な方式を選定する。なお、記録計の詳細については、設計指針Ｐ

　６５５を参照する。また、ペーパレス記録計選定での留意する点について次に記載

　する。

イ　記録計には、アナログ記録計と液晶画面表示のペーパレス記録計、アナログ記録

　とデジタル指示・記録機能を持ったハイブリット記録計がある。

　　ペーパレス記録計は、各種メモリなどにデータの記憶が可能で、データ解析や管

　理用に適している。アナログ記録計は、紙やペンの交換、インクの補充、大量の記

　録紙の保存など、維持管理の面でペーパレス記録計に劣るが、時間的経過の確認な

　ど現場での瞬時値の確認には適している。

　　このことから、記録計の選定にあたっては、使用目的、設置場所、維持管理性な

　どを考慮し、適切な方式を選定する。なお、記録計の詳細については、設計指針Ｐ

　７７６を参照する。また、ペーパレス記録計選定での留意する点について次に記載

　する。

２について：調節機器は、水量、水位、水質等の計測信号と設定値を演算によって比較

し、その偏差を検出し、この偏差がゼロになるように操作部に操作信号を出力する機器

である。

　設定値の与え方には、定値手動設定によるもの、コンピュータやコントローラの出力

信号によるもの、あらかじめ定めた時間や制御工程により設定値を変えるプログラム設

定によるものがあるので、安定かつ確実に動作するもので、設備の制御系に適合するも

のを選定する。なお、詳細については、設計指針Ｐ６５５を参照する。

２について：調節機器は、水量、水位、水質等の計測信号と設定値を演算によって比較

し、その偏差を検出し、この偏差がゼロになるように操作部に操作信号を出力する機器

である。

　設定値の与え方には、定値手動設定によるもの、コンピュータやコントローラの出力

信号によるもの、あらかじめ定めた時間や制御工程により設定値を変えるプログラム設

定によるものがあるので、安定かつ確実に動作するもので、設備の制御系に適合するも

のを選定する。なお、詳細については、設計指針Ｐ７７６を参照する。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第６章　第３節　第２款　５．指示・記録用機器等） （第６章　第３節　第２款　５．指示・記録用機器等）

〔解説〕 〔解説〕

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.206

第6章第3節
第2款-5

P.210

第8章第1節
-1

現行版
頁番号

３について：信号変換用機器は、水道施設の監視・制御および情報処理に必要な各種機

器が出入力する様々な信号を、送受信できるように使用目的にあった信号に変換する機

器である。

　信号の変換としては、抵抗－電流、電圧－電流、空気圧－電流の信号変換器が、絶縁

用には電流－電流、電圧－電圧の信号絶縁器がある。

　水道施設で多く使用される信号変換用機器の機種としては、プロセス信号変換器、直

線化変換器、絶縁変換器、ディストリビュータ、交流電圧変換器等がある。

　信号変換用機器は、使用用途および設置条件に適合したものを選定する。なお、詳細

については、設計指針Ｐ６５６を参照する。

４について：雷害対策としては、避雷針設備を設けるが、直撃雷からの建築物外部の保

護が対象であり、建築物内部に侵入し計装用機器に影響を及ぼす誘導雷から保護する必

要があり、雷サージ対策として計装設備には避雷用機器を設置する。

　計装用機器は、雷サージの影響を受けやすく、特に、配水池や配水塔などは高所に設

けることとなるので、雷害により機器が損傷する危険性が高いので、設備の保全、安定

性を確保する必要があることから、使用用途および設置条件に適合した避雷用機器を選

定し設置する。なお、詳細については、設計指針Ｐ６５７を参照する。

３について：信号変換用機器は、水道施設の監視・制御および情報処理に必要な各種機

器が出入力する様々な信号を、送受信できるように使用目的にあった信号に変換する機

器である。

　信号の変換としては、抵抗－電流、電圧－電流、空気圧－電流の信号変換器が、絶縁

用には電流－電流、電圧－電圧の信号絶縁器がある。

　水道施設で多く使用される信号変換用機器の機種としては、プロセス信号変換器、直

線化変換器、絶縁変換器、ディストリビュータ、交流電圧変換器等がある。

　信号変換用機器は、使用用途および設置条件に適合したものを選定する。なお、詳細

については、設計指針Ｐ７７７を参照する。

４について：雷害対策としては、避雷針設備を設けるが、直撃雷からの建築物外部の保

護が対象であり、建築物内部に侵入し計装用機器に影響を及ぼす誘導雷から保護する必

要があり、雷サージ対策として計装設備には避雷用機器を設置する。

　計装用機器は、雷サージの影響を受けやすく、特に、配水池や配水塔などは高所に設

けることとなるので、雷害により機器が損傷する危険性が高いので、設備の保全、安定

性を確保する必要があることから、使用用途および設置条件に適合した避雷用機器を選

定し設置する。なお、詳細については、設計指針Ｐ７７７を参照する。

検針

　使用水量を計量するために量水器の指示値を読み取ることをいい、水道料金調停

事務の一部である。メータ検針ともいう。

検針 　

　使用水量を計量するために量水器の指示値を読み取ることをいい、水道料金調定

事務の一部である。メータ検針ともいう。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）

（第８章　第１節　１．主な水道関係用語） （第８章　第１節　１．主な水道関係用語）P.217

第8章第1節
-1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P.212

第8章第1節
-1

水圧

　水は、非圧縮性であり圧力の伝播において、方向性はなく均一である。静止状態

にある水圧を静水圧と呼び、管路などを流れている状態での水圧を動水圧という。

　静水圧Ｐは、次式の関係で示される。

Ｐ＝ρｇＨ

ρ：水の密度

ｇ：重力加速度

Ｈ：静水頭

　また、水が管路などを流れている状態では、次式の関係がある。

Ｈ＝ⅴ２／ｇ＋ｐ／ρｇ＋ｈｌ

ｐ　　　：動水圧

ｐ／ρｇ：圧力水頭

ⅴ　　　：流速

ｈｌ　　 ：損失水頭

水圧

　水は、非圧縮性であり圧力の伝播において、方向性はなく均一である。静止状態

にある水圧を静水圧と呼び、管路などを流れている状態での水圧を動水圧という。

　静水圧Ｐは、次式の関係で示される。

Ｐ＝ρｇＨ

ρ：水の密度

ｇ：重力加速度

Ｈ：静水頭

　また、水が管路などを流れている状態では、次式の関係がある。

Ｈ＝ⅴ２／2ｇ＋ｐ／ρｇ＋ｈｌ

ｐ　　　：動水圧

ｐ／ρｇ：圧力水頭

ⅴ　　　：流速

ｈｌ　　 ：損失水頭

へーゼン・ウィリアムス公式

　管水路の平均流速公式の一つで、一般的にφ７５mm以上の管路の水理計算に適用

される。

Ⅴ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54

Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54

Ｉ＝ 10.666・Ｃ-1.86・Ｄ-4.87・Ｑ1.86

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓ）

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｄ：管径　　（ｍ） ・本市では次の値を基準としている。

Ｉ：動水勾配  φ75～φ200　Ｃ＝110

Ｌ：流速係数　100～140 φ250～φ450　Ｃ＝120

φ500以上　　 Ｃ＝130

へーゼン・ウィリアムス公式

　管水路の平均流速公式の一つで、一般的にφ７５mm以上の管路の水理計算に適用

される。

Ⅴ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54

Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54

Ｉ＝ 10.666・Ｃ-1.85・Ｄ-4.87・Ｑ1.85

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓ）

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｄ：管径　　（ｍ） ・本市では次の値を基準としている。

Ｉ：動水勾配  φ75～φ200　Ｃ＝110

Ｌ：流速係数　100～140 φ250～φ450　Ｃ＝120

φ500以上　　 Ｃ＝130
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第９章　資料ー２） （第９章　資料ー２）

水道事業修繕費支弁基準 水道事業修繕費支弁基準

（第９章　資料ー２） （第９章　資料ー２）

支弁基準の用語等の解説 支弁基準の用語等の解説

P.229

第9章
資料ｰ2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

P231

第9章
資料ｰ2

○　一般基準の解説

　　　一般基準は、「いずれかに該当する経費」としていることから、３の⑴から⑷まで

　　のいずれかに該当する経費は、建設改良費となる。

　　　したがって、解釈の仕方としては、まず資産の増設か否かを、次に再調達価額でみ

　　て30％を超えるものか否かを判断することとなる。さらに、以上のいずれでもないと

　　きは、⑶および⑷の具体的事例である『別表』により判断することとなる。

　　　それでも判断がつかない場合又は疑義がある場合は、経営企画課及び総務課と協議

　　することとなる。

○　一般基準の解説

　　　一般基準は、「いずれかに該当する経費」としていることから、３の⑴から⑷まで

　　のいずれかに該当する経費は、建設改良費となる。

　　　したがって、解釈の仕方としては、まず資産の増設か否かを、次に再調達価額でみ

　　て30％を超えるものか否かを判断することとなる。さらに、以上のいずれでもないと

　　きは、⑶および⑷の具体的事例である『別表』により判断することとなる。

　　　それでも判断がつかない場合又は疑義がある場合は、経営戦略課と協議することと

　　なる。

　（その他）

５　以上の基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、経営企画課長およ

　び総務課長と協議して、その区分を定めるものとする。

　（その他）

５　以上の基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、経営戦略課長と

　協議して、その区分を定めるものとする。
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水道施設設計基準（令和８年４月１日）　新旧対照表

（第９章　資料ー３） （第９章　資料ー３）
旧　（　現　行　）

P233

第9章
資料ｰ3

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

No

年 月 日 （ ） 時

年 月 日 （ ） 時

年 月 日 （ ） 時

他（ ）

台 工務

台 工務

MPa

地内

戸

管理者 局長 次長 次長 課(所)長 課長補佐 係　長 係　員統括主幹 様式　1

断水状況連絡票兼防災メール配信確認書 （ 計画　事故　事後報告 ）

報 告 日 時 分現在

課 所 名 報告者名 受付者名 --

時 分頃
年 月 日

）月 日 （(事故の場合)
発生又は発見

年

分

発 生 場 所 いわき市 地内

分

復 旧 年 月 日 ( 見込 )

断 水 開 始 年 月 日 ( 予定 )

計画断水又は事故の状況
施　　設　　名 状　　　態 管　　　種 口　径 備　　　　考

発 生 道 路 国道 県道 市道

防 災 メ ー ル 配 信 の 有 無 　　有　　　　　　　　　　　　無　

自 然 漏 水 の 場 合
布 設 年 度 ( )

配 水 管 接 続 工 事 ＣＩＰ Ｌ Ｐ

送 水 管 自 然 漏 水 ＤＩＰ ＡＣＰ 〇

〇 管 破 損 の 場 合
給 水 管 管 破 損 ＳＰ Ｐ Ｐ 原 因 ( )

) 配管図 No

活動、減断水の状況

他（ ) 他( ) ＶＰ (

φ

営業 配水 浄水

給水車 経戦 営業

広報車 経戦南部 総務 支援

南部 総務 支援

影響範囲

断水戸数 戸 減圧戸数

配水 浄水

水　圧 施工者

主　な　原　因 主な使用材料 漏　水　量 備　　　考

出動人員 人
勤務時間外又は勤務時間外にまたがった断水に従事した職
員数とする。

復旧状況

 防災メールの状況

題　　名

配信文

確認事項

１　ホームページの掲載
　□掲載済
　□掲載予定【令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分】
２　報道機関への周知
　□実施済
　□実施予定【令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分】

m3/h

【総務課処理】　　　　　　　　　　

上記防災メールについて、次のとおり確認しました。
○　配信日時
令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分 配信済

課長 課長補佐 係長 係員
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